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A
 Study 
of W
a
n
g
 D
u
o
 

＿
二
つ
の
王
朝
に
仕
え
た
文
人

王
鐸
は
万
暦
―
―
十
年
(
-
五
九
―
-
）
に
河
南
の
孟
津
で
生
ま
れ
た
。
わ
が
国
で
は
、
豊

臣
秀
吉
が
朝
鮮
に
出
兵
し
た
文
禄
元
年
に
当
た
る
。
―
―
-
+
―
歳
の
と
き
に
科
挙
に
合

格
し
て
明
王
朝
に
出
仕
。
天
啓
帝
と
崇
禎
帝
の
二
代
の
皇
帝
に
仕
え
た
。
し
か
し
内

憂
外
患
の
山
積
し
て
い
た
朝
廷
政
治
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
。
特
に
満
洲
族
の
政
権

（
清
）
と
の
戦
い
に
よ
っ
て
戦
費
が
増
大
し
た
上
に
、
飢
饉
、
災
害
、
失
政
な
ど
が

甫
な
っ
て
社
会
不
安
が
増
大
し
た
。
崇
禎
十
七
年
(
-
六
四
四
）
春
、
李
自
成
の
反
乱
軍

が
紫
禁
城
に
迫
る
と
、
十
七
代
皇
帝
崇
禎
帝
は
遣
書
を
残
し
て
自
殺
し
た
。
間
も
な

く
、
明
朝
の
復
興
を
目
指
し
て
南
京
に
福
王
政
権
が
成
立
。
王
鐸
は
次
席
首
班
と
し

て
人
閣
し
た
が
、
政
権
そ
の
も
の
の
基
盤
が
弱
く
、
内
紛
も
加
わ
っ
て
さ
し
た
る
成

果
も
な
く
、
翌
年
五
月
に
清
軍
の
軍
門
に
下
っ
た
。
王
鐸
は
北
京
に
赴
き
、
発
足
間

も
な
い
消
朝
か
ら
高
官
と
し
て
処
遇
さ
れ
た
。
そ
の
七
年
後
に
六
十
一
歳
の
一
生
を

閉
じ
た
。

王
鐸
の
よ
う
に
一
―
つ
の
王
朝
に
仕
え
た
官
吏
は
か
な
り
の
数
に
な
る
が
『
消
史
列

伝
』
に
伝
記
を
持
つ
の
は
―
二

0
名
で
あ
る
。
三
世
紀
半
以
上
経
っ
た
今
で
は
、
過

去
の
人
に
な
っ
て
ほ
と
ん
ど
話
題
に
の
ぼ
ら
な
い
。
た
だ
王
鐸
の
こ
と
は
書
法
家
の

間
で
語
り
継
が
れ
る
だ
ろ
う
。

二
つ
の
王
朝
に
仕
え
た
高
官
の
こ
と
を
「
弐
臣
」
（
じ
し
ん
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
で
は
弐
臣
の
評
価
は
伝
統
的
に
芳
し
く
な
い
。
「
忠
臣
は
二
君
に
仕
え
ず
」

「
忠
君
報
国
」
と
い
う
人
倫
思
想
が
あ
り
、
そ
の
タ
ブ
ー
を
破
る
と
節
操
が
無
い
と

み
な
さ
れ
た
。
明
末
清
初
に
は
弐
臣
に
な
ら
ず
に
自
殺
し
た
り
、
清
に
抵
抗
し
て
殺

さ
れ
た
り
、
郷
里
に
隠
棲
し
た
高
官
も
い
た
。
そ
う
い
う
生
き
方
と
は
異
質
な
弐
臣

の
こ
と
を
、
逆
賊
と
か
偽
官
と
呼
ん
で
軽
蔑
す
る
人
も
い
た
。

天
は
二
物
を
与
え
ず
と
い
う
が
、
王
鐸
の
才
能
は
文
学
や
芸
術
の
分
野
に
あ
っ
た
。

王

鐸

小
山
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要

第
四

0
号(―

1
0
0
九
）
一
七
―
|
―
八
〇

論

現
代
日
本
の
よ
う
に
専
門
分
化
し

わ
ら
ず
、
晩
節
を
汚
す
こ
と
は
な
か

中
枢
部
で
活
躍
で
き
る
機
会
が
多
か

す
ぎ
た
、
あ
る
い
は
、
政
治
と
距
離

5
,
1

こ

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
―
'

る
と
私
は
思
う
。
西
欧
の
近
代
科
学
や
＂
＂
―
[
凸

伝
統
的
な
価
値
観
に
縛
ら
れ
な
い
自
中
“
洲

王
鐸
は
情
熱
的
な
芸
術
至
上
主
義
ャ
[
[

い
る
。
詩
・
書
・
画
い
ず
れ
の
分
野
い

て
は
「
五
言
詩
は
万
首
に
至
る
」
と
口

園
選
集
』
に
は
四
千
九
百
首
余
り
の
芯

余
り
、
他
に
刻
石
『
擬
山
園
帖
』
『
珀

書
法
の
評
価
は
昔
か
ら
人
間
性
の
一

Y

ば
前
漢
の
楊
雄
は
「
書
は
心
画
な
り

c

の
i

祭
邑
は
「
書
は
人
性
を
稟
（
う
）

V
e
 

う
。
こ
う
し
た
見
方
は
今
も
支
持
さ
F
笠

り
「
人
品
即
書
品
」
で
あ
る
。
こ
う
ヽ
“

は
自
ず
と
辛
く
な
る
。

選
り
す
ぐ
り
の
人
材
が
集
ま
る
朝
一
[

あ
っ
た
。
乱
世
の
な
か
で
王
鐸
は
詩
洲

験
し
な
が
ら
芸
術
の
境
地
を
深
め
た

c

優
先
さ
せ
た
。
旺
盛
な
創
造
力
か
ら
＂
ニ

り
物
と
な
っ
た
。
司
馬
遷
が
生
き
恥

5

二

想
す
る
が
、
王
鐸
も
大
義
の
た
め
に 中

S
h
i
n
i
c
 ＾
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鐸
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
心
情
は
あ
ま
り
伝
わ
ら
ず
、
弐
臣
と
い
う
一
局
面
に
お
け
る
政

治
的
な
履
歴
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
、
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
た
。
王
鐸
の
伝
記
史
料
が
不

完
全
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
偏
向
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
王
鐸
伝
の
偏
向
性

王
鐸
の
伝
記
は
、
正
史
に
準
じ
た
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
『
清
史
稿
』
の
列
伝
巻
七

十
九
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
伝
記
は
、
中
立
性
を
欠
い
て
い
る
点
で
問
題
が
あ
る
。

第
一
は
政
治
的
な
履
歴
に
終
始
し
て
お
り
、
人
間
性
や
文
人
の
素
顔
に
つ
い
て
の
情

報
を
欠
い
て
い
る
、
つ
ま
り
偏
向
し
て
い
る
。
第
二
は
、
伝
記
の
編
纂
過
程
に
お
い

て
弐
臣
を
裁
く
意
識
が
あ
り
、
公
正
で
は
な
い
。
伝
記
の
文
章
は
次
の
よ
う
に
始
ま

る。

「
王
鐸
は
河
南
孟
津
の
人
。
明
の
天
啓
二
年
の
進
士
。
庶
吉
士
を
改
め
、
編
修
を

授
け
ら
る
。
浩
ね
て
少
危
事
に
開
り
、
経
筵
講
官
に
充
て
ら
る
。
崇
禎
十
一
年
春
、

中
庸
の
唯
だ
天
下
至
尊
の
章
を
進
講
し
、
芳
く
時
事
に
及
ぶ
、
の
語
あ
り
。
荘
烈
帝

其
の
敷
術
支
吾
し
、
精
義
を
発
揮
す
る
能
わ
ざ
る
を
切
責
す
。
鐸
恨
憚
し
て
案
前
に

俯
伏
し
、
罪
を
待
つ
。
」

王
鐸
の
出
身
地
を
記
し
た
あ
と
、
三
十
年
の
空
白
が
あ
り
、
天
啓
二
年
（
一
五
ニ

二
）
の
進
士
及
第
の
記
事
に
な
る
。
そ
の
前
の
人
間
形
成
期
に
つ
い
て
何
も
書
い
て

な
い
。
「
崇
禎
十

一
年
春
」
か
ら
後
の
文
章
も
唐
突
で
、
す
ん
な
り
読
み
解
け
る
文

章
で
は
な
い
。
こ
の
調
子
で
政
治
的
な
履
歴
を
羅
列
し
て
い
る
の
が
国
史
の
書
き
方

で
あ
る
。

高
官
と
な
っ
た
以
上
、
政
治
的
な
評
価
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
が
、

明
末
清
初
の
動
乱
期
に
は
、
特
有
の
社
会
状
況
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
王
鐸
の
政
治

的
な
行
動
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
李
自
成
の
乱
と
の
関
係
に
私
は
注
目
し

て
い
る
。
故
郷
の
河
南
は
こ
の
凶
暴
な
反
乱
軍
に
よ
っ
て
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。

ガ
ン
腫
瘍
の
よ
う
な
反
乱
の
拡
大
は
、
飢
え
た
民
衆
の
反
逆
の
結
果
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
飢
饉
、
天
災
、
明
朝
の
失
政
や
過
酷
な
徴
税
な
ど
の
要
因
が
か
ら
み
あ
っ
て
悪

性
化
し
、
最
後
に
は
、
李
自
成
が
紫
禁
城
に
乗
り
込
ん
で
王
朝
に
止
め
を
刺
し
た
。

こ
の
勢
力
を
圧
倒
し
て
紫
禁
城
を
奪
還
し
た
の
が
、
異
民
族
の
清
王
朝
で
あ
っ
た
。

王
鐸
に
と
っ
て
不
倶
戴
天
の
敵
を
滅
ぼ
し
た
の
は
消
で
あ
り
、
清
に
期
待
す
る
面
が

写真 1. 『王鐸年譜』 の表紙に使われている自画像。
美髯の持主であった。

あ
っ
た
と
思
う
。

消
朝
の
発
足
当
初
に
は
政
権
基
盤
が
弱
く
、
明
の
降
臣
を
積
極
的
に
登
用
し
て
、

彼
ら
の
経
験
や
知
識
を
利
用
し
た
。
し
か
し
、
百
一
――
十
年
ほ
ど
後
に
な

っ
て
、
乾
隆

帝
は
国
史
館
に
命
じ
て
『
弐
臣
伝
』
を
編
纂
さ
せ
た
。
『
弐
臣
伝
』
は
一
―
つ
に
分
け

ら
れ
て
『
清
史
列
伝
』
の
巻
七
八
、
巻
七
九
と
な
り
、

王
鐸
伝
は
巻
七
九
に
収
ま
っ

た
。
（
注
一）
こ
う
い
う
経
過
に
よ

っ
て
出
来
上
が
っ
た
伝
記
に
は
、
王
鐸
の
美
点
な
ど

記
録
さ
れ
る
は
ず
も
無
く
、
専
制
君
主
が
臣
下
を
裁
く
意
識
だ
け
が
根
底
に
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
も
ま
た
時
代
を
知
る
た
め
の
史
料
に
は
違
い
な
い
。
こ
れ
を
含
め

て
、
他
の
伝
記
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
、
本
来
の
王
鐸
像
を
探
し
当
て
る
し
か
な
い
。

そ
の
伝
記
資
料
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、

書
き
出
し
て
み
る
。

一
、
史
伝
『
消
史
列
伝
』
巻
七
九
（
『
弐
臣
伝
』
巻
八
王
鐸
伝
と
同
文
）

二
、
墓
誌
銘
「
故
官
保
大
学
士
孟
津
王
公
墓
誌
銘
」
（
銭
謙
益
『
有
学
集
』
）

三
、
詩
集
『
擬
山
園
選
集
』

四
、
刻
石
『
擬
山
園
帖
』
『
浪
華
館
帖
』
『
柏
香
帖』

五
、
題
跛
•
県
志
・
府
志
・
書
論
・
画
論
•
同
時
代
人
の
雑
著
等

六
、
年
譜
『
王
鐸
年
譜
』

（注
――)

七
、
伝
記
『
好
書
数
行
』

（注
一―-）

八
、
書
画
関
連
『
王
鐸
書
画
編
年
図
目
』

九
、
同
右
『
王
鐸
の
書
法
』

（注五）

（注四）

(2) 
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金
品
を

一
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
乾
隆
帝
の
意
向
を
ふ
ま
え
て
で
き
た
だ

け
に
、
歪
曲
と
偏
向
を
含
む
。
弐
臣
の
履
歴
は
細
か
い
が
、
人
間
理
解
に
資
す
る
記

事
が
欠
落
し
て
い
る
。

―
一
の
墓
誌
銘
は
、
当
代
一
流
の
文
人
で
あ
る
銭
謙
益
の
書
い
た
も
の
。
彼
は
王
鐸

と
同
じ
く
弐
臣
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
政
治
の
こ
と
に
は
触
れ
ず
、
文
人
の
目
を
通

し
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
深
い
人
間
理
解
が
な
け
れ
ば
書
け
な
い
よ
う
な
文
章
を

含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、

「
公
の
人
と
為
り
、
学
に
十
い
て
、
オ
に
干
い
て
、
品
に
手
い
て
、
則
ち
又
た
焉

（
こ
れ
1
1
書
法
）
よ
り
大
な
る
者
有
り
。
・
・
・
・
・
・
古
今
を
ザ
包
卒
（
ほ
う
よ
う
）
し
、

典
俗
を
嚢
括
し
、
経
史
の
源
流
を
弁
じ
、
斯
文
の
体
要
を

i

卒
め
、
或
い
は
一
揮
し
て

数
制
、
或
い
は
一
飲
し
て
百
篇
‘
行
け
ば
即
ち
口
占
、
臥
す
れ
ば
則
ち
腹
藁
、
人
は

曰
う
、
公
の
学
の
博
に
し
て
敏
な
れ
ば
な
り
と
。
」

そ
の
書
品
を
誉
め
た
後
で
、
そ
れ
よ
り
も
学
オ
と
人
品
の
ほ
う
が
優
る
と
い
う
。

即
ち
、
書
芸
は
王
鐸
の
大
き
な
人
格
の
一
部
分
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、

次
の
文
な
ど
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
闊
達
な
智
識
人
の
面
影
を
紡
彿
と
さ
せ
る
。

「
史
局
に
官
た
り
。
史
事
を
以
て
長
を
撞
（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
し
、
坊
局
に
官
た
り
。
公

望
を
以
て
重
き
に
椅
（
よ
）
る
。
崇
禎
先
帝
に
北
に
事
え
、
講
筵
に
啓
沃
し
、
辺
計
を

論
列
し
、
慇
繋
と
し
て
嵌
言
を
為
さ
ず
、
弘
光
皇
帝
に
南
に
仕
え
、
忠
直
を
奨
護
し
、

禁
錮
を
疎
解
し
、
価
伽
と
し
て
以
て
自
か
ら
処
す
る
有
り
。
人
は
曰
う
、
公
の
オ
の

明
に
し
て
允
（
ま
こ
と
）
な
れ
ば
な
り
と
。
」

王
鐸
は
翰
林
院
で
は
国
史
の
編
纂
に
従
事
し
て
い
た
。
「
史
事
を
以
て
長
を
撞
（
ほ

し
い
ま
ま
）
に
し
」
と
あ
る
と
お
り
、
歴
史
に
詳
し
か
っ
た
。
職
務
に
誠
実
で
あ
り
、
北

京
の
崇
禎
帝
、
南
京
の
弘
光
帝
に
誠
実
に
仕
え
た
と
、
銭
謙
益
は
記
し
て
い
る
。
王

鐸
の
晩
年
の
行
状
に
つ
い
て
は
厳
し
い
指
摘
が
あ
る
。

生
平
の
規
言
規
行
、
動
止
は
常
有
り
、
既
に
北
廷
に
入
り
、
頗
然
と
し
て
自
放

す
。
粉
黛
横
陳
し
、
二
八
逓
（
た
が
い
）
に
代
り
、
旧
曲
を
按
じ
、
新
歌
を
度
し
、

宵
旦
分
か
た
ず
、
悲
歓
間
に
作
（
お
こ
）
る
。
叔
孫
昭
子
為
る
や
、
魏
の
公
子
無
忌

為
る
か
、
公
の
心
口
自
か
ら
之
を
知
る
。
子
弟
は
敢
て
間
を
以
て
請
わ
ざ
る
な

り。
「
諌
墓
の
辞
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
墓
の
中
の
人
に
お
も
ね
る
意
味
で
、

積
ん
で
依
頼
さ
れ
る
墓
誌
銘
な
ど
に

誉
な
履
歴
に
は
触
れ
な
い
の
が
常
で

は
、
諌
墓
の
辞
と
も
い
え
な
い
友
の
ヤ

―
―
一
の
「
詩
集
」
は
王
鐸
の
内
面
を
竺

悪
を
ど
れ
ほ
ど
悲
痛
な
思
い
で
み
て
ヽ
＇

感
に
苦
し
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
と
ご
”

五
）
に
禁
毀
処
分
を
受
け
て
抹
殺
さ
れ
'
[
[
‘

私
は
台
湾
の
学
生
書
局
か
ら
出
た
六
E

籍
珍
本
叢
刊
と
し
て
出
て
い
る
と
聞
い

i

六
、
七
、
八
、
九
は
現
代
の
出
版
”

類
の
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
）
そ
の

~
"
"
t
"

説
し
た
文
献
は
、
一
の
史
伝
‘
一
一
の
亡

で
あ
る
。

本
稿
は
、
先
に
挙
げ
た
文
献
の
七
、

が
ら
、

1

（
乾
隆
帝
御
製
の
『
清
史
ブ

h洲

実
像
を
窺
う
こ
と
に
す
る
。
第
一
―
一
節
、

り
、
最
後
の
第
六
節
「
弐
臣
の
由
来
」

三
孟
津
の
人

王
鐸
は
明
の
万
暦
二
十
年
壬
申
（
一

ろ
で
生
ま
れ
た
。
孟
津
は
南
に
洛
陽
、

祥
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
武
王
[
[

し
た
土
地
で
あ
り
、
漢
魏
古
城
も
こ
―
”

を
は
じ
め
、
王
室
貴
族
の
墓
が
集
中
し

の
言
葉
に
ゆ
か
り
の
あ
る
土
地
で
あ
―
“

渡
し
場
が
あ
り
、
隋
の
揚
帝
の
世
に
一
＂
〗

よ
う
に
な
っ
た
。
唐
の
王
維
は
次
の
上

家
は
住
す
孟
津
河
門
は
対
す

常
に
江
南
の
船
有
り
書
を
家
中

明
代
末
期
に
河
南
を
旅
行
し
た
イ



王 鐸 論 177 

な
い
が
河
南
は
果
物
に
恵
ま
れ
て
い
て
し
か
も
安
い
。
河
南
第
一
の
都
市
開
封
に
は

イ
エ
ズ
ス
会
の
教
会
堂
が
あ
り
、
か
な
り
の
信
者
が
い
る
と
記
し
て
い
る
。
（
注
六
）

メ
ナ
ー
ド
は
ま
た
、
洛
陽
に
は
福
王
と
い
う
親
王
（
万
暦
帝
の
第
三
子
、
朱
常
洵
）

が
住
ん
で
い
て
、
「
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
国
王
な
み
に
豪
勢
で
権
威
を
備
え
て
い
る
」

と
書
い
て
い
る
。
民
衆
か
ら
ま
る
で
か
け
離
れ
た
生
活
ぶ
り
は
、
地
域
住
民
の
怨
嵯

の
的
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
福
王
は
崇
禎
十
四
年
(
-
六
四
一
）
正
月
、
李
自
成
が
洛
陽
を

陥
落
さ
せ
た
と
き
に
殺
さ
れ
、
財
宝
は
す
べ
て
奪
わ
れ
た
。
福
王
の
息
子
、
朱
由
桜

（
し
ゅ
ゆ
う
す
う
）
と
王
妃
は
こ
の
と
き
明
の
高
官
と
な
っ
て
い
た
王
鐸
の
と
こ
ろ
に
助
け

を
求
め
た
。
手
厚
く
保
護
し
た
こ
と
か
ら
、
朱
由
税
は
王
鐸
を
恩
人
と
み
な
し
た
が
、

朱
由
桜
も
父
と
同
様
に
自
堕
落
で
あ
っ
た
。
朱
由
松
は
万
暦
帝
の
孫
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
明
朝
滅
亡
後
に
南
京
の
臨
時
政
府
に
祀
り
上
げ
ら
れ
た
。
積
年
の
恩
義
に
報
い

よ
う
と
、
王
鐸
を
次
席
首
班
と
す
る
が
、
朱
由
i

松
は
酒
色
に
お
ぼ
れ
、
政
府
内
は
ご

た
ご
た
続
き
で
泥
舟
同
然
だ
っ
た
。
王
鐸
は
失
望
し
、
辞
表
を
六
回
も
提
出
し
て
帰

郷
し
よ
う
と
し
た
が
、
す
べ
て
却
下
さ
れ
た
。
朱
由
税
と
の
悪
縁
は
王
鐸
の
晩
年
を

汚
す
一
因
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
書
家
に
な
っ
た
王
鐸
の
落
款
に
は
、
故
郷
の
名
前
を
冠
し
て
「
孟
津

王
鐸
」
と
書
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
他
「
洛
下
王
鐸
」
「
洛
西
王
鐸
」
と
い
う
例

も
あ
る
が
、
洛
下
は
洛
水
の
下
、
洛
西
は
洛
水
の
西
の
こ
と
で
あ
り
、
孟
津
に
他
な

と
い
っ
た
署
名
も
あ
る
。

太
原
は
六

ら
な
い
。
別
に
「
洪
洞
王
鐸
」
「
太
原
王
鐸
」

朝
時
代
の
名
族
、
王
氏
の
出
身
地
で
あ
る
。

年
譜
に
は
、
王
鐸
の
十
世
の
祖
の
王
成
が
山
西
洪
洞
県
か
ら
孟
津
に
移
住
し
て
き

た
と
書
い
て
あ
る
。
か
つ
て
は
二
百
畝
の
土
地
を
耕
す
富
農
で
あ
っ
た
の
が
、
王
鐸

の
父
の
代
に
は
わ
ず
か
十
三
畝
を
所
有
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
父
親
は
王
本
仁
、
字
は

性
之
、
号
は
梅
園
と
い
い
、
農
閑
期
に
な
る
と
読
書
す
る
生
活
に
甘
ん
じ
て
い
た
。

写真2. 孟津王鐸（落款）

陳
氏
と
の
間
に
五
男
三
女
が
あ
り
、
王
鐸
は
長
男
で
、
四
人
の
弟
、
一
人
の
姉
、
ニ

人
の
妹
が
お
り
、
十
人
家
族
。
祖
父
の
長
兄
は
万
暦
二
年
の
進
士
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

後
続
を
期
待
す
る
意
識
が
王
家
に
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

家
族
の
多
い
農
家
の
暮
ら
し
向
き
は
貧
し
く
、

一
日
に
二
回
の
粥
さ
え
ま
ま
な
ら

ず
、
六
歳
の
こ
ろ
に
は
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
な
が
ら
家
事
手
伝
い
、
牛
番
、
畠
番
、

弟
妹
の
世
話
を
し
た
。
母
親
は
嫁
入
り
道
具
の
金
属
類
を
市
場
で
換
金
し
、
家
族
の

飢
え
を
し
の
い
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。
王
鐸
は
親
の
苦
労
に
は
孝
行
で
応
え
、
牛
番
を

し
な
が
ら
黄
河
の
砂
地
で
木
の
枝
を
筆
代
わ
り
に
し
て
字
を
習
っ
た
。
富
豪
の
息
子

た
ち
が
私
塾
に
入
っ
て
読
書
を
始
め
て
も
、
王
鐸
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
悲
哀
を
味

わ
っ
た
。

十
三
歳
の
と
き
に
初
め
て
王
義
之
の
「
集
字
聖
教
序
」
を
臨
書
し
、

三
年
後
に
は

手
本
に
迫
る
ほ
ど
上
達
し
た
。
十
四
歳
で
私
塾
に
入
っ
て
読
書
を
始
め
、
舅
父
の
陳

具
茨
に
師
従
し
て
詩
文
を
学
ん
だ
。
士
地
の
語
り
草
に
な
っ
た
、
そ
の
こ
ろ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
。

少
年
王
鐸
が
玄
帝
廟
で
読
書
を
し
て
い
た
こ
ろ
、
書
写
の
腕
前
が
上
が
っ
て
大
字

も
結
構
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
廟
の

一
室
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま

っ
て
い
た
の
で
見
る
と
、
修
理
し
た
ば
か
り
の
玄
帝
廟
の
直
額
を
知
名
の
書
家
が
書

い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
一
尺
四
方
ほ
ど
の
大
字
に
佃
人
か
が
筆
を
執
る
の
だ
が
、

満
足
に
仕
上
が
ら
な
い
。
見
か
ね
た
王
鐸
は
名
乗
り
を
上
げ
た
。
大
人
た
ち
は
少
年

の
申
し
出
に
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
が
、
や
ら
せ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
王
鐸
は
大
筆

を
揮
っ
て
紙
の
上
に
「
玄
」
と
書
い
た
。
周
り
か
ら
、
い
い
ぞ
と
声
が
か
か
っ
た
。

続
い
て
「
帝
」
の
字
を
書
く
。
書
家
も
「
う
ま
い
、
う
ま
い
」
と
喝
采
し
た
。
何
や

ら
騒
が
し
い
の
を
聞
き
つ
け
た
廟
の
主
は
、
少
年
が
人
垣
の
中
心
に
立
っ
て
廟
名
を

書
い
て
い
る
の
に
洲
廂
を
起
こ
し
た
。
板
で
三
回
ほ
ど
痛
打
し
た
。
大
人
が
あ
わ
て

て
止
め
に
入
っ
た
。
書
い
た
字
を
御
覧
な
さ
い
と
促
さ
れ
て
見
る
と
、
老
師
は
自
分

の
そ
そ
っ
か
し
さ
に
気
づ
い
た
。
王
鐸
を
ふ
り
か
え
り
、
続
き
を
じ
っ
く
り
書
き
な

さ
い
、
と
言
っ
た
。
王
鐸
は
す
っ
か
り
気
勢
を
そ
が
れ
た
が
、
思
い
直
し
て
ま
た
筆

を
執
り
「
廟
」
の
字
を
書
い
た
。
し
か
し
、
前
の

二
文
字
ほ
ど
は
力
が
無
か
っ
た
。

特
に
、
左
払
い
は
少
し
ゅ
が
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
書
か
れ
た
「
玄
帝
廟
」
の
直

額
は
今
も
残
っ
て
い
る
。

(4) 
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さ
て
、
十
六
歳
で
官
立
学
校
に
入
学
し
て
読
書
を
始
め
、
科
挙
受
験
の
コ
ー
ス
を

歩
み
始
め
た
。
家
計
の
苦
し
さ
は
相
変
わ
ら
ず
だ
っ
た
が
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
福

の
神
が
現
れ
た
。
孟
津
か
ら
東
へ
二
十
里
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、
花
園
村
の
馬
従

龍
の
娘
と
の
縁
談
が
持
ち
上
が
っ
た
。
と
ん
と
ん
拍
子
に
話
が
進
ん
で
、
王
鐸
は
十

六
歳
で
結
婚
し
た
。
岳
父
の
従
龍
は
河
北
香
河
知
県
で
、
当
時
四
十
二
歳
、
嫁
は
一
―

歳
年
上
。
今
な
ら
ば
早
す
ぎ
る
結
婚
だ
が
、
幸
運
な
相
手
で
あ
っ
た
。
王
鐸
が
必
要

と
す
る
学
費
は
、
妻
の
実
家
が
支
え
た
。

当
時
の
庶
民
が
出
世
す
る
に
は
、
科
挙
に
合
格
し
て
官
僚
に
な
る
の
が
近
道
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
合
格
ま
で
の
道
の
り
は
遠
く
険
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
時
間
と
資
金

と
能
力
の
勝
負
で
も
あ
っ
た
。
明
代
に
は
受
験
生
の
裾
野
が
広
が
っ
た
こ
と
か
ら
競

争
率
も
高
か
っ
た
。
説
明
は
簡
単
に
す
る
が
、
進
士
の
前
段
階
を
「
貢
士
」
と
呼
び
、

そ
の
前
を
「
挙
人
」
、
そ
の
前
を
「
生
員
（
秀
オ
）
」
そ
の
前
を
童
生
と
呼
ん
で
い

る
。
い
わ
ば
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
階
梯
が
あ
り
、
上
に
な
る
ほ
ど
狭
き
門
で
あ
っ
た
。

明
末
を
知
る
イ
エ
ズ
ス
会
宜
教
師
の
言
葉
に
よ
る
と
、
地
方
試
験
（
郷
試
）
の
合

格
者
で
あ
る
挙
人
の
段
階
で
、
名
士
と
み
な
さ
れ
た
と
い
う
。
「
す
ぐ
に
偉
い
人
と

目
さ
れ
、
礼
遇
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
畏
敬
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
ど
う
い
う

わ
け
か
富
裕
に
な
る
の
も
早
い
。
」
「
彼
の
家
族
全
体
の
境
遇
が
一
変
し
、
隣
家
を

購
入
し
た
り
、
立
派
な
邸
を
建
て
た
り
し
始
め
る
。
」
「
数
は
全
上
で
千
五
百
名
」

（
注
七
）
こ
れ
ら
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
、
三
年
に
一
度
、
丑
‘
辰
、
未
、
戌
の
歳
に
北
京

の
貢
院
に
集
ま
り
「
会
試
」
を
受
け
、
そ
の
合
格
者
だ
け
が
皇
帝
の
前
に
進
ん
で
「
殿

試
」
を
受
け
る
資
格
を
得
る
。

王
鐸
は
馬
氏
の
内
助
の
功
を
受
け
、
科
挙
官
僚
に
な
る
と
い
う
目
標
が
定
ま
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

結
婚
か
ら
十
四
年
後
の
天
啓
元
年
（
一
六
二
ご
八
月
、
王
鐸
は
郷
試
に
合
格
。
冬
か

ら
翌
年
に
か
け
て
、
北
京
広
安
門
内
に
あ
る
報
国
寺
に
寄
寓
し
て
会
試
の
準
備
を
し

た
。
舅
父
の
陳
具
茨
も
こ
の
寺
を
訪
ね
て
激
励
し
た
。
舅
父
も
ま
た
三
年
前
の
進
士

に
及
第
し
て
い
た
。
北
京
の
貢
院
で
行
わ
れ
る
会
試
に
合
格
す
れ
ば
、
皇
帝
の
前
で

行
わ
れ
る
殿
試
が
待
っ
て
い
る
。
時
の
皇
帝
は
替
わ
っ
て
間
も
な
い
天
啓
帝
（
朱
由

校
）
十
八
歳
。
殿
試
で
は
不
合
格
者
を
出
さ
な
い
慣
例
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

会
試
が
実
質
上
の
最
終
関
門
に
な
る
。
―
―
一
月
の
会
試
で
は
見
事
に
合
格
、
長
い
苦
学

四
内
憂
外
患
の
王
朝
に
立
つ

王
鐸
が
進
士
に
及
第
し
て
人
生
の

と
き
、
六
十
年
の
生
涯
の
半
ば
で
あ

受
験
者
の
多
さ
と
競
争
率
の
高
さ
は

い
て
、
資
金
と
時
間
に
余
裕
が
な
け

た
後
の
生
活
は
劇
的
に
変
化
す
る
。

三
甲
第
五
十
八
名
と
い
う
成
績
で
、

優
等
に
し
て
書
を
善
く
す
る
者
」
と

ト
で
、
こ
こ
か
ら
何
人
も
の
宰
相
が
~
二

―
―
―
十
六
名
の
中
に
、
悦
元
路
と
黄
道
[

樹
」
と
呼
ん
で
、
特
に
注
目
し
た
。
「

大
家
に
な
っ
た
こ
と
は
奇
縁
と
言
え
じ
ニ

王
鐸
は
一
二
十
一
歳
、
い
わ
ゆ
る
而
’
巫

出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
の
呵
{
^

東
北
の
辺
境
で
は
、
ヌ
ル
ハ
チ
を

i
]

明
軍
と
対
峙
し
て
い
た
。
一
六
一
八
↑

の
戦
い
で
大
勝
利
を
収
め
た
。
明
軍
{
"

万
八

0
0
0
頭
と
言
わ
れ
る
。
―
―
―
j

部
に
進
出
し
、
さ
ら
に
半
島
の
先
端
J
「三

（
天
啓
四
）
に
首
都
を
遼
陽
か
ら
藩
陽
に
年

い
だ
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
種
族
名
を
満
叩

清
と
し
た
。
（
三
六
年
）

明
朝
に
と
っ
て
、
北
方
の
脅
威
は
↑
こ

え
る
た
め
に
必
要
な
軍
費
は
、
農
民
{
[

増
税
す
る
ほ
か
は
な
く
、
そ
の
負
担
[
[
三

常
で
あ
っ
た
。

皇
室
の
浪
費
も
財
政
を
圧
迫
し
た
。

の
末
に
金
的
を
射
止
め
、
舅
父
や
父
□

五
十
八
名
と
い
う
好
成
績
で
あ
っ
た
。
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六
年
の
歳
月
と
八
百
万
両
と
い
う
大
金
を
使
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
定
陵
と
呼
ば
れ
る
地

下
宮
殿
は
、
明
の
十
三
陵
の
な
か
で
最
も
広
壮
な
も
の
で
、
全
長
八
十
メ
ー
ト
ル
の

地
底
に
前
中
後
の
言
室
を
設
け
た
。
万
暦
四
八
年
(
-
六
―
-O)

七
月
に
亡
く
な
る
と
、

豪
華
な
副
葬
品
と
共
に
葬
ら
れ
た
。

朝
廷
内
で
は
廷
臣
が
党
派
を
つ
く
り
、
反
対
党
と
の
間
で
す
さ
ま
じ
い
泥
仕
合
を

し
て
い
た
。
東
林
党
と
闇
党
の
党
争
で
あ
る
。
東
林
党
は
万
暦
十
四
年
（
一
六
0
四
）
に
、

無
錫
に
開
設
さ
れ
た
東
林
書
院
に
集
ま
っ
た
知
識
人
が
中
心
と
な
っ
て
広
が
っ
た
党

派
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
抗
し
た
の
が
、
宦
官
と
結
び
つ
い
た
闇
党
で
あ
る
。
天
啓
帝

（
朱
由
校
）
は
、
閾
党
に
属
す
る
魏
忠
賢
(
-
五
六
八
S

一
六
―
―
七
）
を
信
任
し
た
。
魏
忠
賢

は
政
敵
を
弾
圧
し
、
東
林
党
は
多
く
の
指
導
者
を
失
っ
た
。
天
啓
七
年
八
月
、
後
ろ

盾
と
な
っ
て
い
た
天
啓
帝
が
崩
御
し
て
崇
禎
帝
が
帝
位
に
つ
く
と
、
魏
忠
賢
は
自
殺

し
た
。王

鐸
は
東
林
党
の
な
か
に
親
友
が
多
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
、
喬
允
升
は
故

郷
孝
津
の
先
輩
で
、
万
暦
二
十
年
の
進
士
で
あ
っ
た
。
王
鐸
が
受
験
勉
強
を
し
て
い

る
こ
ろ
何
か
と
援
助
を
し
て
く
れ
た
恩
人
で
あ
っ
た
。
他
に
、
呂
維
棋
は
河
南
新
安

人
で
万
暦
四
一
年
進
士
、
孫
承
恩
も
河
南
籍
で
王
鐸
の
尊
敬
す
る
先
輩
で
あ
っ
た
。

銭
謙
益
は
親
し
い
先
輩
、
悦
元
路
、
黄
道
周
は
親
し
い
同
期
生
で
あ
っ
た
。

崇
禎
帝
が
帝
位
に
つ
き
、
魏
忠
賢
の
一
党
が
政
界
か
ら
一
掃
さ
れ
て
、
明
る
い
前

途
が
約
束
さ
れ
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
崇
禎
二
年
(
-
六
―
―
九
）
の
こ
ろ
か
ら
絶
望

の
時
代
が
始
ま
っ
た
と
、
歴
史
家
は
見
て
い
る
。
宮
崎
市
定
氏
の
研
究
（
注
八
）
を
要
約

す
る
と
、

崇
禎
二
年
は
清
の
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
万
里
の
長
城
を
越
え
て
始
め
て
北
京
を
攻
撃
し

た
年
で
あ
る
。
崇
禎
帝
は
驚
い
て
勤
皇
の
兵
を
招
集
し
た
と
こ
ろ
、
山
海
関
の
前
線

を
守
っ
て
い
た
哀
崇
換
が
紫
禁
城
に
馳
せ
参
じ
た
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
志
を
得
ず
に
撤

退
し
た
。
帝
は
哀
の
忠
節
を
称
え
た
。
し
か
し
、
哀
が
前
線
を
離
れ
た
隙
に
前
線
で

は
異
変
が
起
こ
っ
て
い
た
。
手
薄
に
な
っ
た
防
衛
線
が
崩
壊
し
、
要
衝
を
消
軍
に
占

領
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
哀
の
評
価
は
失
墜
し
た
。
消
軍
を
国

都
近
く
ま
で
侵
入
さ
せ
た
の
は
哀
崇
換
の
手
抜
か
り
で
は
な
い
か
、
と
人
々
は
糾
弾

し
た
の
で
あ
る
。
悪
い
と
き
に
は
悪
い
こ
と
が
重
な
る
も
の
で
、
哀
崇
燦
の
過
去
の

疑
惑
が
あ
ば
か
れ
た
。
崇
禎
帝
に
謀
反
の
罪
を
問
わ
れ
、
翌
一
―
一
年
に
市
中
で
処
刑
さ

れ
た
。
こ
れ
に
衝
撃
を
受
け
た
配
下

州
へ
逃
げ
帰
り
、
や
が
て
消
朝
に
投
i
[

砲
三
五

0
0台
が
清
側
に
渡
っ
た
。

哀
崇
換
は
崇
禎
―
一
年
に
、
渤
海
湾

I

□―

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
山
東
半
{
[
巫

h

に
反
乱
を
起
こ
し
て
登
州
を
荒
ら
し
ユ
ニ

を
載
せ
て
旅
順
に
向
か
い
、
清
に
投

i
[
9
〗
"

の
前
線
の
内
輪
も
め
に
よ
り
、
不
安
―
"

化
が
進
行
し
た
。
一
方
、
消
朝
は
寝
｝
＾

さ
れ
た
。
こ
れ
が
絶
望
の
時
代
の
始
、
「
二

絶
望
感
が
上
下
に
た
だ
よ
う
よ
う
に

7
[
〗

大
臣
、
温
体
仁
の
失
敗
で
あ
る
。
」
：

望
感
の
背
景
と
し
て
「
崇
禎
帝
の
初
'
[
三

い
た
」
と
い
う
。

国
内
に
日
を
転
じ
る
と
、
自
然
災
｛
一

か
ら
五
年
(
-
六
三
二
）
に
か
け
て
、
河
南
口

王
鐸
の
『
擬
山
園
選
集
』
に
次
の
よ
}
「
'

「
壬
申
夏
秋
、
吾
が
郡
の
淫
雨
は
し

（
そ
こ
）
な
い
禾
を
害
す
。
因
り
て
憶
う

数
百
人
あ
り
。
」
（
五
言
律
詩
巻
十
九

「
昨
年
七
十

H
雪
ふ
り
、
凍
死
す
―
'

河
灌
く
、
死
者
は
紀
す
べ
か
ら
ず
。
」

こ
の
年
は
も
う
―
つ
、
農
民
軍
が
＇
＂

の
犠
牲
者
が
出
た
。
こ
ち
ら
は
流
賊
（
＂

園
選
集
』
七
律
巻
四
、
連
作
八
首
の
苗

壬
申
七
月
よ
り
十
月
に
至
り
、
晋
窃

孟
津
を
去
る
こ
と
止
（
た
）
だ
百
里
、

流
血
は
川
と
為
り
、
林
の
ご
と
其

無
し
。
国
家
は
士
を
養
い
、
其
の
一

紙
も
て
捷
奏
を
上
る
も
、
徒
ら
に
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写
真
3

王
鐸
の
書

（故郷が流
賊
に
荒
さ
れ
て
廃
墟
にな
っ
た
様
子
を
詠
う
五言律詩）

こ
こ
に
参
加
し
た
の
は
、
第

一
に
飢
饉
や
災
害
、
悪
政
や

立

グ

重
税
な
ど
に
よ
り
困
窮
し
た

飢
民
で
あ
り
、
第
二
に
治
安

を
守
る
べ
き
官
軍
か
ら
な
脱

走
者
や
反
乱
分
子
、

第
三
に

-
r
 

駅
卒
（
通
信
交
通
運
輸
シ
ス

厖
坪
虐
．．
 
‘し

と

ー

)

テ
ム
の
現
業
員
）
た
ち
だ
っ

た
。
政
府
は
崇
禎
二
年
、
財

政
上
の
理
由
に
よ
り
六
割
の

（
野
搾
ゥ

_
 

厩
吝

家
硼
誰
登
眺
。

天
寒
草
木
稀
。
雨
餘
孤
紬
出
。
日
莫
衆
禽
依
。
諸
寇
〈
郡
〉
郡
〈
寇
〉
伯
緊
。

k
ハ
昌
0

を
解
面
＿
厘
、
そ
れ
に
よ
っ
て
職
五
を
牛
へ
っ
た
人
々
が
流
賊
に
加
わ
っ
た
。
凶
悪
な
流

三
年
人
未
蹄
。
石
壇
偲
臥
否
。
慮
々
野
棠
飛
。
家
中
南
澗
作
。
得
老
親
家
正
。
王鐸°

賊棠
3

増
I

殖
心
g
、
結
五
回
の
と
こ
ろ
、
皇
帝
を
頂
点
と
し
た
体
制
の
矛
盾
が
現
実
化
し
た

も
の
で
あ
り
、
政
治
の
破
綻
を
示
し
て
い
る
。

流
賊
が
荒
ら
し
ま
わ
っ
た
明
朝
の
末
期
に
は
、
河
南
の
八
郡
の
う
ち
、
黄
河
以
南

パ
の
五
郡
は
朝
廷
か
ら
も
見
捨
て
ら
れ
た
状
態
に
な

っ
た
。

『
明
通
鑑
』

（巻八八

・崇禎
十

2

五
年
）
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

k

河
南
の
凡
そ
八
郡
、
三
は
河
の
北
に
在
り
、
六
年
の
蹂
躙
の
後
、
患
は
少
し
く

>
紆
（
ゆ
る
）
む
。
其
の
南
の
五
郡

――

州
七
三
県
、

連
歳
賊
を
破
り
、
残
破
せ
ざ
る
は

―

靡
（
な
）
し
。
再
破
三
破
す
る
者
あ
り
。
城
郭
は
邸
墟
、
人
民
は
百
に

一
を
存
せ
ず
‘

朝
廷
も
亦
た
官
を
設
け
ず
、
間
に
設
く
る
者
有
る
も
、
敢
え
て
其
の
地
に
至
ら
ず
、

遥
か
に
治
を
他
所
に
移
す
。

写
真
三
は
、

崇
禎
十
六
年
二
月
に
書
か
れ
た
王
鐸
の
長
条
幅
で
あ
る
が
、
そ
の
文

面
に
よ
る
と
、
故
郷
の
洛
陽
一

帯
が

「寇
」
の
支
配
下
に
あ
る
危
険
地
帯
と
な
っ
て

お
り
、
王
鐸
は
そ
の
間
隙
に
身
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

す
べ
き
な
り
。
予
展
転
し
て
計
無
く
、
郁
塞
発
憤
し
て
此
の
詩
を
作
る
。

晋
寇
、
つ
ま
り
山
西
方
面
か
ら
流
れ
て
き
た
賊
が
武
装
し
、
各
地
を
転
戦
し
な
が

ら
河
南
に
迫
っ
て
く
る
。
そ
の
数
約
七
万
。
非
常
事
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
募
兵
i

一
の
戦
う
者
無
し
」
こ
れ
で
は
な
す
す
べ
が
な
い
。
「
国
家
は
士
を
養
い
、
其
の
宰

用
を
求
む
る
も
、
則
ち
覚
に
此
く
の
ご
と
し
」
人
材
を
養
成
す
べ
き
国
家
に
人
が
い

な
い
矛
盾
。
「
予
展
転
し
て
計
無
く
」
悶
悶
と
し
、
憤
激
に
堪
え
な
い
思
い
を
綴
っ

て
い
る
。
頼
む
べ
き
明
王
朝
に
は
問
題
解
決
能
力
が
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
に
違
い

な
い
。王

鐸
は
農
民
の
子
と
し
て
苦
労
し
た
経
験
が
あ
る
の
で
、
民
衆
の
苦
悩
が
手
に
取

る
よ
う
に
わ
か
る
の
で
あ
っ
た
。

流
賊
の
大
発
生
は
、
明
朝
の
政
治
の
破
綻
と
社
会
の
矛
盾
の
深
ま
り
を
反
映
し
て

い
る
が
、
そ
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

明
末
の
農
村
に
は
、
重
い
税
金
に
苦
し
む
人
々
、
災
害
や
戦
乱
の
犠
牲
者
が
増
大

し
、
反
乱
や
抗
争
が
頻
発
し
た
。
反
乱
の
指
導
者
の
一
人
に
李
自
成
（
一
六
0
六
S

)

が

い
る
。
彼
は
映
西
の
米
脂
（
べ
い
し
）
に
生
ま
れ
、

二
十
代
の
と
き
に
盗
賊
団
に
加
わ

っ

て
か
ら
成
り
あ
が
っ
た
野
心
家
で
あ
っ
た
。
彼
が
率
い
た
の
は
流
賊
で
あ
り
、
根
拠

地
を
持
た
ず
に
街
か
ら
村
へ
略
奪
し
て
は
、
そ
の
戦
利
品
を
配
下
に
再
配
分
し
た
。

五
身
を
捨
つ
る
べ
き
祖
国
は
あ
り
や

王
鐸
は
官
僚
の
座
に
あ
っ
て
も
、
在
野
の
こ
と
民
衆
の
こ
と
に
深
い
関
心
を
持
っ

て
い
た
。
小
規
模
な
地
主
階
級
の
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
‘
貧
し
い
農
民
の
生
活
者

の
視
点
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
文
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
実
世
界
の
出
来
事
を

観
察
し
、
内
面
化
し
、
詩
や
書
に
託
し
て
言
語
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

(7) 
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文
人
が
観
念
世
界
に
対
し
て
人
一
倍
の
影
響
力
が
あ
る
と
し
て
も
、
現
実
世
界
を
変

え
る
力
は
乏
し
い
。
幸
い
に
も
、
官
僚
で
あ
っ
た
王
鐸
は
、
政
治
的
な
働
き
か
け
の

で
き
る
足
場
を
持
っ
て
い
た
。

王
鐸
は
進
士
及
第
の
後
、
天
啓
一
一
年
（
一
六
ニ
―
―
•
三
一
歳
）
に
庶
吉
子
に
任
命
さ
れ
た
。

―
―
年
後
に
翰
林
院
編
修
に
昇
進
し
た
。
翌
年
、
南
京
の
掌
翰
林
院
事
に
任
命
さ
れ
た
。

崇
禎
一
0
年
（
一
六
三
七
•
四
六
歳
）
少
窟
事
に
な
り
、
太
子
の
輔
導
（
東
宮
侍
班
）
を
務

め
た
。王

鐸
は
内
憂
外
患
に
よ
っ
て
、
天
下
が
動
揺
し
、
社
会
が
暗
黒
化
し
て
ゆ
く
の
を

深
く
憂
え
、
官
僚
と
し
て
問
題
解
決
に
向
か
っ
て
挑
戦
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
。
次

の
一
件
は
、
経
筵
講
官
と
な
っ
て
崇
禎
帝
に
『
中
庸
』
を
講
じ
て
い
た
と
き
に
、
話

が
本
題
か
ら
外
れ
て
天
下
の
危
急
に
及
ん
だ
と
こ
ろ
、
天
子
の
逆
鱗
に
触
れ
た
こ
と

を
示
す
。崇

禎
十
一
年
春
、
中
庸
の
唯
だ
天
下
至
聖
の
章
を
進
講
し
、
立
方
（
あ
ま
ね
）
＜
時
事

に
及
ぶ
。
白
骨
林
の
ご
と
し
の
語
有
り
。
荘
烈
帝
其
の
敷
術
支
吾
し
、
精
義
を

発
揮
す
る
能
わ
ざ
る
を
切
責
す
。
鐸
憧
憚
し
て
案
前
に
俯
伏
し
、
罪
を
待
っ
。

（
『
清
史
列
伝
』
）

進
講
し
た
中
庸
の
一
節
と
は
「
唯
だ
天
下
至
尊
の
み
、
能
く
聡
明
容
知
に
し
て
以

っ
て
臨
む
有
る
に
足
り
、
寛
裕
温
柔
に
し
て
、
以
っ
て
容
る
る
に
足
り
、
・
・
・
・
・
・
」

の
く
だ
り
で
、
聖
人
の
徳
が
外
に
現
わ
れ
、
人
々
の
目
に
と
ま
る
も
の
に
な
っ
て
ゆ

く
こ
と
を
説
く
。
王
鐸
は
本
題
か
ら
外
れ
て
時
事
を
語
っ
た
。
そ
の
と
き
に
「
白
骨

林
の
如
し
」
と
い
う
不
吉
な
言
葉
が
、
若
い
天
子
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
た
の
で
あ
る
。

王
鐸
が
日
ご
ろ
か
ら
心
を
痛
め
て
い
た
、
地
方
の
惨
憎
た
る
様
子
を
天
子
に
伝
え
た

い
気
持
ち
が
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
な
っ
た
。
崇
禎
帝
は
気
に
入
ら
な
い
臣
下
の
命
を

奪
う
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
「
鐸
他
憚
し
て
案
前
に
俯
伏
し
、
罪
を
待
つ
」
は
、
と

っ
さ
に
感
じ
た
恐
怖
の
表
現
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
帝
は
王
鐸
に
罪
を
下
さ
な
か
っ

た
。
な
お
、
『
清
史
列
伝
』
は
こ
れ
を
「
崇
禎
十
一
年
春
」
の
こ
と
と
し
て
い
る
が

年
譜
は
同
年
秋
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
年
の
七
月
に
は
、
楊
嗣
昌
が
進
め
て
い
た
消
朝
と
の
交
渉
方
法
に
つ
い
て
反

対
意
見
を
述
べ
た
。
国
境
地
帯
の
緊
張
を
緩
和
し
南
下
を
食
い
止
め
る
た
め
に
、
金

銀
を
贈
っ
て
撫
和
す
る
（
な
だ
め
る
）
策
に
対
し
て
、
国
益
に
反
す
る
と
し
て
皇
帝

に
上
訴
し
た
の
で
あ
る
。
『
崇
禎
実
緑
」
、

「
秋
七
月
丙
辰
、
翰
林
院
侍
読
王
鐸
'
"
"
[

然
た
る
に
勝
え
ず
。
朝
廷
の
積
威
を
[
h

大
い
に
惑
っ
所
な
り
。
」

こ
れ
を
知
っ
た
楊
嗣
昌
は
怒
り
、
平
〗

こ
の
情
報
が
王
鐸
の
家
族
に
伝
わ
っ
—

な
か
っ
た
。

こ
の
深
刻
な
体
験
は
、
王
鐸
が
事
’
こ

て
い
る
。
し
か
し
、
王
鐸
の
進
言
が
~
[

判
定
で
き
な
い
。
朝
廷
内
に
は
「
官
i

せ
ず
、
官
僚
は
互
い
に
官
僚
を
信
頼
＂
ロ

廷
の
政
治
に
直
言
す
る
忠
臣
は
い
な

4

時
の
官
僚
政
客
に
共
通
し
た
中
華
独
〗

h
洲

え
、
清
朝
に
金
吊
を
貢
い
で
和
平
を
~
[

か
に
、
中
華
独
尊
思
想
が
あ
っ
た
か

2

ニ

明
ら
か
な
こ
と
は
、
信
念
に
基
づ
く
ヅ

体
験
し
た
こ
と
で
あ
る
。

王
鐸
は
三
ヵ
月
後
の
十
月
二
十
二
い

魏
の
曹
操
の
宮
殿
で
あ
る
銅
雀
台
の
一
＂
ふ

で
あ
り
、
そ
れ
に
銘
文
を
寄
せ
た
。
研

胡
（
な
ん
）
ぞ
瓦
を
以
っ
て
し
て
ク
"
[
‘

や
、
胡
ぞ
吾
れ
を
以
っ
て
し
て
＇
ふ
[

水
（
ひ
た
）
す
や
‘
而
し
て
胡
ぞ
浴
＂

千
百
年
、
誰
が
主
と
為
り
、
誰

2
"

や
、
且
つ
然
り
、
孟
津
王
鐸
銘
゜

こ
の
月
、
近
郊
に
清
軍
が
迫
り
、
京
師
"
[

十
一
月
十
七
日
、
四
女
が
北
京
で
亡

4
炉

く
な
っ
た
。
王
鐸
は
上
訴
し
て
帰
省
を
巫

明
王
朝
の
統
治
の
及
ぶ
範
囲
は
年
↑

西
方
で
は
、
李
自
成
が
河
南
第
一
の
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福
王
は
捕
え
ら
れ
て

た
。
洛
陽
は
万
暦
帝
の
三
男
の
福
王
が
藩
邸
を
構
え
て
い
た
。

処
刑
さ
れ
た
。

十
一
月
、
王
鐸
は
難
を
避
け
る
た
め
に
一
族
を
連
れ
て
移
動
し
た
。
先
行
し
て
い

た
家
族
が
、
二
千
の
上
賊
の
な
か
に
囲
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
王
鐸
は
一
―
十
五
騎
の
手

勢
と
共
に
囲
み
の
な
か
に
突
入
し
て
救
出
し
た
。

『
孟
津
県
志
』
は
こ
の
年
の
こ
と
を
こ
う
記
し
て
い
る
。

十
三
年
、
大
荒
。
斗
米
銀
5
両
。
人
相
食
む
。
土
寇
四
た
び
起
く
。

李
自
成
は
一
六
四
四
年
に
国
号
を
大
順
と
し
、
官
僚
機
構
を
整
え
て
長
安
で
独
立

し
た
。
李
自
成
は
朝
廷
内
の
情
報
を
的
確
に
つ
か
ん
で
お
り
、
敏
速
に
行
動
し
た
。

明
軍
の
主
力
が
北
京
を
留
守
に
し
た
隙
に
北
京
城
を
包
囲
し
た
。
城
門
は
明
の
宦
官

に
よ
っ
て
開
け
ら
れ
た
。
崇
禎
帝
は
一
一
月
十
九
日
、
紫
禁
城
の
北
側
に
あ
る
煤
山
で

自
殺
し
、
三
百
七
十
年
余
り
つ
づ
い
た
明
帝
国
は
滅
ん
だ
。
こ
の
と
き
王
鐸
は
河
南

の
友
人
の
別
荘
に
滞
在
し
て
い
た
。

李
自
成
は
一
二
月
一
―
十
七
日
、
皇
帝
に
即
位
し
た
。

18
臣
の
多
く
は
李
自
成
に
迎
合

し
て
出
仕
し
た
。
一
方
、
抗
議
し
て
自
殺
し
た
文
官
は
二
十
一
人
、
こ
の
中
に
は
書

法
史
に
名
の
知
ら
れ
た
悦
元
路
が
い
る
。
即
位
―
一
日
前
の
一
二
月
一
―
十
五
日
に
、
一
族

門
下
十
二
名
と
共
に
殉
死
し
た
。
し
か
し
、
李
自
成
の
天
下
は
四
十
日
ほ
ど
で
終
わ

っ
た
。
五
月
二
日
に
清
軍
が
北
京
に
入
城
す
る
と
、
来
た
道
を
引
き
返
す
よ
う
に
、

西
へ
敗
走
し
た
。
紫
禁
城
の
主
と
な
っ
た
満
洲
族
の
指
導
者
ド
ル
ゴ
ン
は
中
央
集
権

体
制
づ
く
り
に
着
手
し
、
年
号
を
順
治
元
年
と
し
て
、
十
―
―
一
歳
の
フ
リ
ン
を
即
位
さ

せ
た
。明

朝
が
泥
舟
の
よ
う
に
沈
ん
だ
こ
ろ
、
河
南
に
い
た
王
鐸
は
避
難
す
る
た
め
に
水

路
江
南
へ
向
か
っ
た
。
蘇
州
・
南
京
一
帯
を
漂
泊
し
た
後
、
六
月
十
三
日
に
南
京
で

弘
光
皇
帝
（
福
王
）
に
拝
謁
し
た
。
南
京
は
久
し
い
あ
い
だ
副
都
で
あ
っ
た
が
、
北

京
が
陥
落
し
て
か
ら
は
、
こ
こ
が
明
朝
再
興
の
拠
点
に
な
っ
た
。
曾
て
明
朝
に
出
仕

し
て
い
た
文
官
武
官
が
相
拠
っ
て
、
万
暦
帝
の
孫
で
あ
る
福
王
を
担
ぎ
出
し
た
。
王

鐸
は
南
京
に
到
着
す
る
前
か
ら
東
閣
大
学
士
に
任
命
さ
れ
、
福
王
の
補
佐
役
に
抜
擢

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
福
王
は
問
題
行
動
が
多
く
、
天
子
の
器
で
は
な
か
っ
た
。
王

鐸
は
か
つ
て
朱
由
桜
が
賊
軍
に
襲
わ
れ
て
、
濡
れ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に
な
っ
て
逃
げ
て

き
た
の
を
助
け
た
こ
と
が
あ
り
、
そ

あ
っ
た
。
政
府
部
内
で
は
相
変
わ
ら

だ
け
の
力
は
な
か
っ
た
。

王
鐸
は
南
京
政
府
の
行
く
末
に
希
『

m

を
た
ど
っ
て
い
る
。
政
治
家
と
し
て
ゥ

仕
事
を
し
た
か
っ
た
。
政
務
を
捨
て
一

可
欠
で
あ
っ
た
。
王
鐸
は
南
京
在
留

i
[

が
、
す
べ
て
却
下
さ
れ
た
。

順
治
二
年
（
一
六
四
五
）
清
軍
が
南
下
，
＇
ー
ニ

も
市
民
も
ま
と
め
て
大
虐
殺
を
し
た
。

蕪
湖
へ
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
五
月
十
□

官
ら
は
城
を
出
て
清
軍
に
降
伏
し
た
。

当
た
り
は
き
つ
く
、
直
前
の
十
一
日
〗

福
王
は
清
軍
に
捕
え
ら
れ
て
南
京
に
丑
"
[

た
が
、
王
鐸
は
直
立
し
て
こ
う
言
っ
ュ
ニ

拝
謁
す
る
も
の
か
。
」

順
治
二
年
（
一
六
四
五
）
八
月
、
王
鐸
9[[

す
る
北
京
へ
行
っ
た
。
翌
年
に
清
朝
'
^
[
“

を
授
か
っ
た
。
順
治
六
年
に
晋
太
子
'[5洲

部
尚
書
に
就
任
し
、
そ
の
月
に
亡
く
な

か
つ
て
の
友
銭
謙
益
は
、
晩
年
の
エ
＇
巫
"

既
に
北
廷
に
入
り
、
頬
然
と
し
て

り、

iB曲
を
按
じ
、
新
歌
を
度
）
‘

叔
孫
昭
子
為
る
や
、
魏
の
公
子
価

弟
は
敢
て
間
を
以
て
請
わ
ざ
る
な

清
朝
の
高
官
と
な
っ
た
王
鐸
は
「
類
二

遊
蕩
三
昧
に
ふ
け
っ
た
よ
う
に
銭
謙
又

の
書
跡
が
証
明
し
て
い
る
こ
と
は
、

こ
と
で
あ
る
。
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六
弐
臣
伝
の
由
来

王
鐸
の
本
性
は
文
人
で
あ
る
と
在
世
時
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
。

の
史
家
は

「
鐸
は
本
と
文
士
、
処
る
は
其
の
任
に
非
ず
。
」
（
『
北
瀞
録
』
）

本
性
は
文
人
で
あ
り
、
宮
仕
え
は
畑
違
い
で
あ
る
と
い
う
。

「
王
子
皿
津
は
翰
墨
を
以
っ
て
声
有
り
、
然
れ
ど
も
略
ぼ
経
済
を
知
ら
ず
。
」
と
い
う

言
葉
も
同
類
で
、
書
家
と
し
て
著
名
だ
が
、
経
済
に
は
疎
い
と
評
し
て
い
る
。

王
鐸
の
書
法
芸
術
は
政
治
と
か
か
わ
り
な
が
ら
深
化
し
た
。
文
人
官
僚
と
い
う
立

場
を
生
か
し
て
書
法
に
磨
き
を
か
け
た
。
王
鐸
に
と
っ
て
政
治
は
手
段
で
あ
り
、
政

治
権
力
は
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
明
朝
、
南
明
（
南
京
亡
命
王
朝
）
、
清

朝
と
移
っ
て
高
官
を
歴
任
す
る
と
い
う
柔
軟
な
生
き
方
に
従
っ
た
。

し
か
し
政
治
は
両
刃
の
剣
で
あ
る
。
政
治
の
基
準
（
モ
ノ
サ
シ
）
は
、
芸
術
の
基

準
ほ
ど
に
は
普
遍
性
が
な
い
。
主
権
者
や
権
力
者
が
変
わ
れ
ば
容
易
に
変
わ
る
。
旧

中
国
で
は
王
朝
の
歴
史
観
に
基
づ
い
て
個
人
の
伝
記
（
列
伝
）
が
書
か
れ
、
個
人
の

伝
記
は
正
史
に
記
録
さ
れ
た
も
の
が
最
も
権
威
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
王
鐸
の
場

合
は
『
消
史
列
伝
』
の
記
事
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
王
鐸
の
政

治
的
な
履
歴
し
か
書
い
て
な
い
。
そ
の
上
、
史
官
が
清
朝
の
基
準
で
書
い
て
い
る
た

め
に
、
あ
る
種
の
偏
向
が
あ
る
。

王
鐸
伝
の
由
来
を
調
べ
る
と
、
政
治
的
な
要
請
で
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

清
朝
が
成
立
し
て
か
ら
百
三
十
年
余
り
経
っ
た
一
七
七
六
年
、
乾
隆
帝
は
国
史
編
纂

所
（
国
史
舘
）
に
命
じ
て
、
清
朝
に
降
伏
し
て
仕
え
た
明
朝
の
旧
臣
を
、
功
績
の
有

無
に
よ
っ
て
査
定
さ
せ
た
。
国
士
舘
は
甲
•
乙
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
ず
つ
に

細
分
し
て
、
す
べ
て
六
段
階
の
格
付
け
を
し
た
。

甲
編
上
「
難
に
遇
っ
て
節
に
殉
じ
た
者
」
九
名

甲
編
中
「
著
し
く
勲
積
の
あ
る
者
」
十
名

甲
編
下
「
略
略
労
効
の
あ
る
者
」
三
十
二
名

乙
編
上
「
紀
（
し
る
）
す
べ
き
功
績
の
な
い
者
」
二
十
一
二
名

乙
編
中
「
曾
て
罪
を
獲
た
者
」
十
八
名

乙
編
下
「
明
臣
で
賊
に
従
い
、
そ
の
後
清
朝
に
投
誠
し
た
者
、
及
び
賊
党
で
明
に

降
り
、
そ
の
後
清
朝
に
投
誠
し
た
者
」
―
―
十
八
名
、
合
計
百
一
―
十
名
が
「
弐
臣
伝
」

談
遷
と
い
う
在
野

注

-
「
消
朝
の
国
史
列
伝
と
弐
臣
伝
」

―

-

『

王

鐸

年

譜

』

張

升

編

著

―

―

-

『

好

書

数

行

』

劉

燦

章

四
『
王
鐸
書
画
編
年
図
目
』
斉
淵

五
『
王
鐸
の
書
法
』
全
五
巻
村
上
三
島
編

六
『
チ
ナ
帝
国
史
』
メ
ナ
ー
ド
・
矢
沢
利
彦

七

同

右

八
『
宮
崎
市
定
全
集
』
巻
一
三
「
張
薄
と
そ

九

同

右

に
登
録
さ
れ
、
王
鐸
は
乙
編
上
「
紀

る
。
国
史
館
は
『
弐
臣
伝
甲
編
』
―
―

臣
伝
乙
編
』
一
二
十
七
巻
を
『
清
史
列
↑
必

十
九
に
収
ま
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、

観
で
書
か
れ
た
。

漢
族
の
十
分
の
一
の
人
口
に
満
た
’
こ

回
復
し
て
広
大
な
領
士
を
治
め
る
た
'
[
三

再
就
職
を
勧
め
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
＂
＼

れ
ら
を
利
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
後
〗
―

し
た
。
王
鐸
の
伝
記
も
そ
の
な
か
に
↓
＂
洲

さ
ま
っ
た
。
独
裁
王
朝
の
偏
見
を
含
，
〗
＂
―
[
／

に
限
定
し
て
書
か
れ
た
の
が
王
鐸
伝

く
伝
わ
ら
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
。
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